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平成３０年度 東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業 

（要支援者向けの介護予防・生活支援サービス）の実施状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 全般的な状況（平成３1年３月時点） 

★平成３０年度は総合事業においても、介護保険に準じて、自立支援・重度化防止に資する介護の推進の

ためリハビリテーション専門職等の関与に重点をおいた改正やサービス従事者資格の拡充について改正

を行いました。 

 

①事業所・住民主体拠点数 

類型

種別 

従前相当 

サービス 

緩和型 

サービス 

住民主体 

サービス 

訪問型 介護予防サービス 生活援助サービス 助け合いサービス 

Ｈ２９ 3２８事業所 １０２事業所 6拠点 

Ｈ３０ 3７６事業所 1１７事業所 6拠点 

通所型 介護予防サービス 短時間サービス つどいサービス 

Ｈ２９ ２０５事業所 １９事業所 ４８拠点 

Ｈ３０ 2３７事業所 ２６事業所 
５６拠点 

うち新規参画１４拠点 

 

③各類型の利用件数状況（【  】は種別全体における比率） 

類型  

種別 

従前相当 

サービス 

緩和型 

サービス 

住民主体 

サービス 
   計 

訪問型 H29 2,589 件【94.3％】※ 153 件【5.6％】 ３件【0.1％】 2,745 件 

   H30 2,434 件【86.7％】※ 368 件【13.1％】 ５件【0.２％】 2,807 件 

通所型 H29 2,367 件【94.8%】※ 42 件【1.7％】 ８７件【3.5％】 2,496 件 

   H30 2,511 件【90.1％】※ 99 件【3.5％】 １７８件【6.4％】 2,788 件 

※平成３０年３月末で制度移行が完了する予定の介護予防訪問介護・通所介護件数を含んでいます。 

１ 制度創設の経過 

平成２７年度介護保険法改正により、

要支援者を対象とする介護予防の訪問

介護と通所介護について、介護予防・日

常生活支援総合事業（介護予防・生活支

援サービス）として各市町村の地域支援

事業へと移行されることとなりました。 

本市では従前の国基準を市独自基準

にも取り入れた上で、訪問型で３類型、

通所型では３類型と短期集中予防サー

ビスを創設し、平成２９年４月から事業

を開始しています。 

②要支援者数と事業対象者数 

区分 人数 

要支援１ 

 

５，５６０人 

要支援２ 

 

４，４１２人 

事業対象者※ 

 

  ２８８人 

計 １０，２６０人 

東大阪市介護保険システムより抽出 

※基本チェックリスト実施による該当者 



３ 住民主体型サービスの状況（平成３１年３月時点） 

★ 平成３０年度は、住民主体グループから協力をいただき、市のウェブサイトに掲載しているグループ

一覧（紹介）ページのリニューアルと、広報チラシの作成をさせていただきました。 

 

①訪問型助け合いサービス  【特徴】○利用者の玄関先でのちょっとした生活支援を提供する。 

○市が実施する研修の受講者が従事することが可能。 

 

サービス提供内容別拠点数（重複回答あり） 

声掛け 

見守り 

ごみ出し 古紙運搬 簡単な修繕 診察券 

の投入 

傾聴 その他 

６拠点 ６拠点 ６拠点 ４拠点 １拠点 １拠点 ３拠点 

 

②通所型つどいサービス    【特徴】○地域の通いの場への参加を通じて自立した生活を維持する。 

○市が実施する研修受講者が従事することが可能。 

 

プログラム内容別の拠点数（重複回答あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 短期集中予防サービスの状況 【特徴】２～３ヶ月程度集中的に介護予防を実施。 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動系 

体操 スポーツ 

５３拠点 ３拠点 

 

脳トレ系 

脳トレ・ゲーム スマホ・ＰＣ 

１３拠点 ２拠点 

 

声や言葉を使う 

カラオケ・うた 俳句や言葉遊び 

６拠点 ３拠点 

 

手先を使う 

編物・手芸・折紙 

８拠点 

 

レクレーションなど 

茶話会 レクレーション 

３３拠点 ４２拠点 

 

 

その他 

２１拠点 

 

（２）区分別参加者数     

区分 H29 H30 

合計 東 中 西 

要支援１ ４人 １４人 ７人 ３人 ４人 

要支援２ ８人 ６人 ４人 ２人 ０人 

事業対象者 １人 １５人 ２人 ７人 ６人 

計 １３人 ３５人 １３人 １２人 １０人 

 

（１）実施状況  

 平成２９年度 平成３０年度 

期数 1期（中地域） 3期（東、中、西地域） 

会場 ウェルネス研修センター 四条市民プラザ 

ウェルネス研修センター 

クレアホール・ふせ 

開催日数 全２０回 全１５回 

開催頻度 週 2回（２時間程度） 週 2回（２時間程度） 

 

 



 

5 今後の見込とそれに向けての市の取り組み 

① 第８期高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画における今後の見込 

 

 

 

 

 

 

 

 

②市の取り組み 

介護予防・日常生活支援総合事業について、利用者となる高齢者やそのご家族に制度を確実にご理解い

ただけるように、周知や啓発に一層努めていきます。 

周知や啓発を進めると同時に、安心して制度を利用していただけるようなご説明やサービスのご案内

について、要支援の高齢者を身近で支える地域包括支援センターが適切に実施出来るように、市との連

携を強化して対応を進めるとともに、地域のケアマネージャーにおいても介護保険全体における本事業

の役割を確実に認識していただけるよう、効果的な研修会の実施等を進めていきます。 

多様なサービスの中でも特に住民主体サービスについては、介護保険制度の中の新しい取り組みです

が、多様な主体による地域に密着した魅力ある活動が提供されています。高齢者やそのご家族、地域全体

にそういった魅力ある活動を広められるよう広報等を実施するなど、今後、事業者や担い手がさらなる

安全性と介護予防の質の向上を目指していただけるような活動しやすい環境づくりを推進し、かつ高齢

者のニーズにあった適切なサービス提供を確保しながら、地域全体で高齢者を支えられるような仕組み

づくりを進めていきます。 

 

 （お問い合わせ先）東大阪市福祉部高齢介護室 地域包括ケア推進課 

℡06-4309-3013 FAX06-4309-3848 


